
鳴門市役所 長寿介護課





※総合事業ガイドラインより



介護予防通所介護相当サービス 介護予防訪問介護相当サービス

・主治医意見書で認知症高齢者日常生活自立度
　Ⅱｂ以上の場合や長谷川式簡易知能評価スケ
　ール２０点以下（中等度）の場合

・基本チェックリスト運動機能５項目全て該当、
　もしくは運動機能３項目以上該当かつ入浴の
　直接介助が必要な場合

・精神疾患等により不安定な状態にあり、随時
　関わりが必要な場合

※状態の改善・意欲の向上等がみられた場合は、
　一定に留まらず、多様なサービスの利用促進に
　努める

・主治医意見書で認知症高齢者の日常生活自立度
　Ⅱｂ以上の場合長谷川式簡易知能評価スケ
　ール２０点以下（中等度）の場合

・直接的な身体介護（排泄、入浴、着替え、移動
　等生活動作の介助等）が必要な場合
　※簡易な清拭等は除く

・精神疾患等により不安定な状態にあり、随時
　関わりが必要な場合

※状態等を踏まえながら、安定したり、特別な支援
　が不要となれば、多様なサービスの利用促進に
　努める

鳴門市の「介護予防通所介護相当サービス」
「介護予防訪問介護相当サービス」における
【対象者およびサービス提供】の考え方



運
営
・
設
備

個別サービス計画　　必要

サービス担当者会議　　必要

モニタリング　　１回/１ヶ月

サービス提供面積　　食堂及び機能訓練室３㎡
　　　　　　　　　　　　　×利用者定員以上

※その他設備基準においては、通所介護
　サービスと同様の基準

個別サービス計画　　不要
※運動機能向上加算等を算定している場合は
　 個別サービス計画は必須

サービス担当者会議　　状況に応じて実施
※介護予防ケアマネジメントＡを計画された場合は
　 サービス担当者会議は必須

モニタリング　　１回/３ヶ月

サービス提供面積　　食堂及び機能訓練室３㎡
　　　　　　　　　　　　　×利用者定員以上

※安全にサービスが提供できる設備は必要

現行の介護予防通所介護
相当サービス

緩和した基準によるサービス
（通所型サービスＡ）

人
員

・管理者　　常勤１　専従
　　　　　　　支障ない場合は兼務可
・生活相談員　専従１以上

・（准）看護師　専従１以上

・介護職員数　利用者１５人までは専従１以上
　　　　　　　　　１６人以上の場合は、１人につき専従
　　　　　　　　　０、２以上

・機能訓練指導員　　専門職１以上

・管理者　　常勤及び非常勤１　　兼務可
　
・生活相談員　１以上　　兼務可

・（准）看護師　不要　　体調急変時には（准）看護師と
　　　　　　　　　　　　　連携が取れていること

・介護職員数　利用者１５人までは専従１以上
　　　　　　　　　１６人以上の場合は、１人につき専従
　　　　　　　　　０、１以上

・機能訓練指導員　　介護職員との兼務可
※各種加算を算定する場合は別途人員が必要

鳴門市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス基準



運
営
・
設
備

個別サービス計画　　必要

サービス担当者会議　　必要

モニタリング　　１回/１ヶ月

個別サービス計画　　不要
※介護予防ケアマネジメントＡを計画された
　 利用者においては個別サービス計画は必要

サービス担当者会議　　不要
※介護予防ケアマネジメントＡを計画された
　 利用者においてはサービス担当者会議は必要

モニタリング　　１回/３ヶ月

現行の介護予防訪問介護
相当サービス

緩和した基準によるサービス
（訪問型サービスＡ）

人
員

管理者　　常勤１　専従
　　　　　　　支障ない場合は兼務可

サービス提供責任者　常勤　利用者４０名につき１配置
※介護福祉士・実務者研修修了者及び３年以上の経験
　を有する初任者研修等修了者

従事者人数　　常勤換算２、５人以上
※介護福祉士及び介護職員初任者研修等修了者

管理者　　常勤また非常勤１
　　　　　　　支障ない場合は兼務可

サービス提供責任者　常勤また非常勤１
※市が認める研修等を修了した従事者であれば可

従事者人数　　必要数
※市が認める研修等を修了した従事者であれば可

鳴門市介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス基準



種別 内容・単価等

介護予防
ケアマネジメントＡ

介護予防
ケアマネジメントＢ

介護予防
ケアマネジメントＣ

・介護予防支援と同等。　４３０単位/毎月
・総合事業における
　　　　○介護予防通所介護相当サービス
　　　　○介護予防訪問介護相当サービス
　　　　○通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）
　　　　○訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）
　　上記４点のサービスの利用を行う場合にケアマネジメントＡが
　　実施される。

・ケアマネジメントＡより緩和した内容。　　２１０単位/毎月
・総合事業における
　　　　○緩和した基準における基準による通所型サービスＡ
　　　　○緩和した基準における基準による訪問型サービスＡ
　　上記２点のサービスのみの利用を行う場合にケアマネジメントＢ
　　が実施される。
・サービス担当者会議が必須でない点や包括支援センターの
　モニタリングが１回/６ヶ月になる等基準が一部緩和されている。

・ケアマネジメントＢより緩和した内容。　　※４００単位/初月のみ算定可
・総合事業における
　　　　○一般介護予防事業
　　　　○いきいきサロン等
　　上記の事業に参加した場合にケアマネジメントＣを実施し、算定する
　　ことは可能であるが、必須ではない。※鳴門市では過去実績なし
・サービス担当者会議やモニタリングも必要なく、初回のみのアセスメントで
　可能。状態に変化がある場合に対応する。

鳴門市介護予防ケアマネジメント



・利用可能

※急な状態の変化（退院直後等）により短期的に
　支援２相当の利用頻度でサービスが必要と想定
　された場合は、地域包括支援センターより市に申請書
　を提出してもらい、市が判断する。

・１回/週　程度　※
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。

　

・１～２回/週　程度　※
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。

・１～２回/週　程度
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。

・１回～３回/週　程度
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。

訪問型サービス
（サービスＣ除く）

・１回/週　程度
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。

・１～２回/週　程度
・現行相当か緩和した基準
　によるサービスかはケア
　マネジメントによる。
※ケアマネジメント上、支援
１相当の利用頻度で計画さ
れている場合は要支援１単
価で請求を行うこと。

サービス内容

事業対象者

要支援１

要支援２

要介護度 通所型サービス
（サービスＣ除く）

短期集中型
（サービスＣ）

介護予防給付

・利用可能

・利用可能

・利用可能

・利用不可

・利用可能

鳴門市総合事業要介護度別利用基準



（平成２９年度）

（平成３０年度）

５時間以上
月額 日額 月額 日額

３８９単位

緩和した基準 ３，０３９単位 ３５０単位 ３，０３９単位 ３５０単位

現行相当 ３，３７７単位 ３８９単位 ３，３７７単位

３７８単位

緩和した基準 １，４８２単位 ３４０単位 １，４８２単位 ３４０単位

１，６４７単位

３５０単位
要支援２

現行相当 ２，１９５単位 ２５３単位 ３，３７７単位 ３８９単位

緩和した基準 １，９７６単位 ２２８単位 ３，０３９単位

３７８単位

緩和した基準 ９６４単位 ２２１単位 １，４８２単位 ３４０単位

５時間以上(変更なし)
月額 日額 月額 日額

要支援１
事業対象者

現行相当 １，０７１単位 ２４６単位 １，６４７単位

介護度 サービス種別
５時間未満(新設定)

現行相当 １，６４７単位 ３７８単位

要支援２

介護度 サービス種別
５時間未満

要支援１
事業対象者

鳴門市総合事業における「平成３０年度にむけての変更点」

その① 短時間サービスにおける単価の設定



その② 予防給付サービス同様に月額単価請求のみを実施している
事業所は平成３０年４月サービス提供分から下記のとおり
請求を行う。

鳴門市総合事業における「平成３０年度にむけての変更点」

種別
介護予防支援計画及び

介護予防ケアマネジメント
利用実績 請求内容

１１回／月以下

１２回／月以上

回数×日数

月額

回数×日数

月額

回数×日数

月額

３回／月以下

４回／月以上

７回／月以下

８回／月以上

３回／月以下

４回／月以上

７回／月以下

８回／月以上

月額

回数×日数

月額

１回／週程度の利用予定

２回／週程度の利用予定

３回／週程度の利用予定

１回／週程度の利用予定

２回／週程度の利用予定

回数×日数
通
所
型

訪
問
型



その③ サービスコード表の変更

新サービスコード表マスタは平成３０年４月中に
公式ウェブサイトに掲載予定

○平成３０年４月の指定更新を機にＡ１Ａ５コードの廃止
→現在のＡ１Ａ５コード使用の事業所はＡ２Ａ６に移行

○通所型サービスのサービスコードが修正される
→Ａ６において短時間サービスの新コードを設定

→要支援２の方が週１程度の計画でサービスを受けた
場合のコードを設定 ※現在国保連合会と調整中

鳴門市総合事業における「平成３０年度にむけての変更点」





総合事業の訪問型サービスの申請提出書類一覧 ※この書類も提出して下さい

提供するサービスにチェック印をつけてください

□ 訪問介護相当サービス □ 緩和サービスＡ１ □ 緩和サービスＡ２

No
申請者
確認欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

＜申請に係る担当者（市から問い合わせする際の連絡先）＞

 事業所名

 担当者名

 連 絡 先 電話 Eメール

提出書類の名称 様式

指定申請書
※ 指定に係る手数料は必要ありません

様式１

申請する事業等に係る記載事項 付表１

介護給付費に係る体制等状況一覧 別添

介護保険法第115条の45の5第2項の指定基準を満たす旨の
誓約書

参考様式６

参考様式１

サービス提供責任者経歴書 参考様式２－２

運営規程 －

管理者経歴書

受付番号
（総合事業に係るみなし指定事業所及び鳴門市総合事業

独自サービスの指定を受けている事業所）

役員等名簿 参考様式５

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

参考様式２－１

事業所の平面図、外部及び内部の様子がわかる写真
※ 事業所内のレイアウト（デスク、書庫等）及び事業所全体の面積が分かる図面

参考様式３

主たる事業所・施設の名称

総合事業の通所型サービスの申請提出書類一覧 ※この書類も提出して下さい

提供するサービスにチェック印をつけてください

□ 通所介護相当サービス □ 緩和サービスＡ

No
申請者
確認欄

1

2

3

4

5

6

7

8

9

※ 新たに通所事業所を設置する場合については、別途、建築確認や消防法に係る状況等を確認します。

＜申請に係る担当者（市から問い合わせする際の連絡先）＞

 事業所名

 担当者名

 連 絡 先 電話 Eメール

役員等名簿 参考様式５

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

指定申請書
※ 指定に係る手数料は必要ありません

様式１

申請する事業等に係る記載事項 付表２

運営規程 －

管理者経歴書 参考様式２－１

事業所の平面図、外部及び内部の様子がわかる写真
※ 事業所内のレイアウト（デスク、書庫等）及び事業所全体の面積が分かる図面

（総合事業に係るみなし指定事業所及び鳴門市総合事業
独自サービスの指定を受けている事業所）

受付番号

参考様式３

主たる事業所・施設の名称

提出書類の名称 様式

介護給付費に係る体制等状況一覧 別添

介護保険法第115条の45の5第2項の指定基準を満たす旨の
誓約書

参考様式６

参考様式１

鳴門市総合事業申請提出書類一覧



指定に係る申請書等
体制に関する届出書等

※書類が期日までに提出できない事業所においては事前に
ご相談ください。

平成３０年３月９日(金)
まで


